
地域交通
対策

霧島市では，従来から二次アクセス
が課題であったが，最近のタクシー不
足でさらに深刻度が増しており，多く
の方が移動手段が確保できない状況で
ある。ホテル宿泊者から，鹿児島空港
の最終便が到着する際には既にタク
シーがおらず非常に困っているという
話や，国分の市街地へ夕食を食べに行
くと，帰るときに移動手段がないの
で，あまり出歩かなくなったという
話，移動手段が確保できないので，鹿
児島市内に宿泊するという話などを聞
いている。これからインバウンドも増
えていくが，その方々の移動手段をど
うするかも課題である。

この対策の一つとして，ライドシェ
アがあると思うが，先日の新聞で，
「国の検討状況を見ながら，今後，県
の地域交通の検討会で取り上げる可能
性はある」という県のコメントが書か
れていた。

鹿児島の空の玄関口でもある霧島市
では，一歩進んだ地方交通対策の検討
が必要ではないかと思う。我々ホテル
業や，特に夜の飲食店にとっては死活
問題なので，是非，重点課題として注
力してほしい。

県内での二次交通や近場での交通手段の確保の問題につ
いては，マイクロバスの共同運行など，様々な解決の方法
があるとは思いますが，まずは，霧島市を含め地元におい
て御検討いただきたいと思います。

なお，ライドシェアについては，政府のデジタル行財政
改革会議において，タクシー事業者の運行管理の下で，地
域の自家用車や一般ドライバーを活かした新たな運送サー
ビスについて，令和５年度中に制度を創設し，令和６年４
月から開始することとされました。

県としては，地域住民の安全性を確保しつつ，地域の移
動手段が確保されることが重要と考えており，国が創設す
る制度の内容を踏まえた上で，具体的な方策を検討してま
いります。

交通政
策課

ＰＲ観
光課

知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

県産和牛
のPR

現在，畜産農家は口蹄疫，ＢＳＥの
時よりも，大変な状況である。

知事が牛肉をおいしく食べ，ＰＲし
ていただいていることは，とても感謝
しているが，国体等に皇族がお見えに
なった際や，ラグビーワールドカップ
で南アフリカ代表が鹿児島へ合宿に来
た際など，きっとおいしい鹿児島黒牛
を食べていただいたとは思うが，全国
的に報道がなかなかされていなかっ
た。是非，今後全国から取材が来る際
は，何かＰＲの取組をしてほしい。

また，牛を姶良市場に出荷してる
が，全国から牛を買いに来た方々が，
姶良市場のおもてなしは良かったと
思ってもらえるような市場づくりに今
後取り組みたいので，このような取組
も支援してもらえたらありがたい。

県産和牛のＰＲについては，県では，これまで，県内の
人気グルメスポットを掲載した観光パンフレットによる和
牛日本一のＰＲや，羽田空港及び鹿児島空港内での大型看
板の設置，ＳＮＳによる情報発信やフリーペーパー等を活
用したＰＲ等を行ってきているところです。令和５年10月
に開催された「かごしま国体・かごしま大会」は，本県を
訪れる多くの方々に対して鹿児島黒牛をＰＲする絶好の機
会であったことから，大会期間中，開会式会場や，鹿児島
空港，鹿児島中央駅等において，鹿児島黒牛を提供する店
等を紹介するリーフレットを配布したり，のぼりを設置し
たりしたほか，大会の「おもてなし広場」において「元気
もりもり畜産フェア」を実施しました。

また，令和６年１月には，東京モノレールの車内及び都
営地下鉄の駅構内において，県産和牛のＰＲ広告を掲示し
ました。

さらに，県内でスポーツキャンプを行うプロスポーツ
チーム等に対しては，鹿児島黒牛をはじめとした特産品を
激励品として贈呈し，本県特産品のＰＲを図っているとこ
ろです。

今後とも，首都圏における販売量の増加を図るため，一
流レストランのシェフや食肉仲卸などを対象とした産地視
察などの取組を強化するなど，県産和牛を積極的にＰＲし
てまいります。

地域の生産者組織による家畜市場の振興に資する活動に
ついては，地域振興局や市町，ＪＡ等からなる姶良・伊佐
地域農政推進協議会による助成が行われているところで
す。

引き続き，市町等と連携しながら，支援してまいりま
す。

畜産課

スポー
ツ振興
課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

県産品の
販路開拓

東京で竹子地区の商品や県産品の販
売をしている。

鹿児島県自体の認知度は，偉人など
も歴史で勉強するので，東京でも抜群
だと思っているが，鹿児島県の産品と
なってくると，商品の認知度が低いと
感じている。

県内には，和牛をはじめ，焼酎，お
茶，お米，ユリ，野菜，マンゴーと
いった良い産品がたくさんあるが，こ
れら産品のブランディングが弱いの
で，他県の産品の認知度の方がちょっ
と高くなっていると感じていて，もっ
たいないと思う。

今後人口が減少し市場が縮小する中
で，販路開拓や，産品の輸出拡大は大
切かと思う。

販路開拓に当たっては，相手側の
マーケットのニーズ（品質保持，衛生
基準等）に対応した商品を提供する必
要があるため，生産者，加工業者，輸
出業者など，現場をよく知っている外
部メンバーによるコンソーシアムのよ
うなものを立ち上げ，そこが改善や現
地でのＰＲ活動などを支援するなど，
プロモーション戦略が必須だと思うの
で，検討してほしい。

県では，県産品の認知度向上と販路拡大を図るため，全
国の物産展で「南の宝箱 鹿児島」のキャッチコピーを活
用しながら，日本一の農林水産物や郷土菓子等の加工品，
伝統的工芸品等を総合的にＰＲ・販売しています。

また，著名なホテル・レストランシェフに依頼し，素材
の特性やストーリーを活かした県産品のメニューを提供す
るなどブランド力の向上に努めています。

本格焼酎については，首都圏等で，若者や女性に受け入
れられやすい香り系焼酎や炭酸割りを売り込むキャンペー
ンを実施するほか，海外では，フランスや米国等でソムリ
エ等へのプロモーションを行い，国内外への販路拡大に取
り組んでいるところです。加えて，本格焼酎の高付加価値
化に向けた研究会を開催し，メーカーと一体となって本格
焼酎のブランド力の向上を図ることとしています。

農畜産物については，学識経験者，生産者団体，流通関
係者，消費者団体等で構成する「かごしまブランド推進本
部」を立ち上げ，県を代表する和牛をはじめ，お茶，米，
ユリ，野菜，マンゴー等の45品目を「かごしまブランド産
品」として指定するとともに，その農畜産物を計画的・安
定的に生産・出荷できる団体を「かごしまブランド団体」
に認定しています。これらの農畜産物については，高級果
物店や調理師専門学校と連携したＰＲ，鹿児島黒牛・黒豚
販売指定店やかごしま茶販売協力店の指定，茶商等が行う
県外での営業活動支援，「かごしまの食ウェブサイト」な
どを活用した総合的な情報の受発信等により販路拡大や認
知度向上に取り組んでいるところです。

また，農林水産物の輸出拡大については，県輸出促進ビ
ジョンに基づき，「つくる」，「あつめる・はこぶ」，
「うる」の３つの視点から，生産体制や販売力の強化に戦
略的に取り組んでいます。

同ビジョンに掲げる令和７年度輸出目標額約５００億円
の達成に向けて，令和５年度新たに，輸出商社やコンサル
等の専門家が参画し，官民一体となった輸出推進体制「Ｇ
ＦＰ鹿児島」を構築し，鹿児島市でのキックオフフォーラ
ム，県内３カ所での輸出促進セミナーや輸出商社とのマッ
チングイベント等を開催するとともに，海外の規制や大
ロット等のニーズに対応する輸出産地の形成に取り組んで
いるところです。

今後とも，官民一体となって，県産品の国内外での市場
の開拓と販路拡大に向けた取組を積極的に進めてまいりま
す。

かごし
まの食
輸出・
ブラン
ド戦略
室

販路拡
大・輸
出促進
課

鳥獣駆除
への支援

現在，作物への鳥獣被害が多くなっ
ている。

鳥獣駆除をする方々の高齢化が進
み，減少しているので，駆除費用をも
う少し上げるなど，積極的に駆除でき
る体制を作れば，農家が助かるのでは
ないかと思う。

県では，野生鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図る
ため，寄せ付けない，侵入を防止する，個体数を減らすと
いった３つの取組を総合的かつ一体的に推進しているとこ
ろです。

有害鳥獣の被害防止対策については，国の交付金を活用
して，アドバイザー派遣などによる集落ぐるみの被害防止
対策研修会の開催，市町村が行う侵入防止柵の整備や捕獲
機器の導入などへの支援のほか，市町村の境界をまたいだ
広域捕獲などに市町村と連携して取り組んでいます。

また，若手の狩猟者を確保するため，県立農業大学校の
学生に対し農作物被害の現状・対策や，狩猟免許制度等に
ついて周知を図るほか，狩猟免許を取得しやすいよう試験
を年３回，日曜日に開催しているところです。

今後とも，市町村と連携して鳥獣被害防止対策に取り組
んでまいります。

農村振
興課

自然保
護課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

街灯の設
置

空港周辺地域は，農産物等の特色は
あるが，商工業といったところでは，
企業が減少してきている。街づくりの
ためにイベントや奉仕活動を実施して
いるが，この20年間あまり成果が見え
ない状況である。

地域を活性化するには，毎日大勢の
方が行き交う鹿児島空港の利用者が，
この通りに寄ってくれるようにしなけ
ればと考えている。

そのきっかけとして，県道隼人加治
木線の馬立交差点から国道504号十三塚
原特別攻撃隊慰霊感謝の碑までの道路
沿線に，幻想的で，歴史や，神話，お
茶の雰囲気を持った街灯を設置してほ
しい。

県管理道路における道路照明の設置については，交通事
故を防ぐため，交通量が多い交差点や橋梁等で，事故が発
生する危険性の高い箇所に設置することとしています。

なお，街路灯（防犯灯）は，一般的に地元自治体や通り
会などが設置することとなっておりますので，まずは，地
元自治体や通り会へ御相談ください。

道路維
持課

地域救命
救急セン
ター

霧島市立医師会医療センターは，空
港も近いので，多言語の患者に対応で
きるような体制を整えている。令和６
年10月末の竣工をめどに，新しい霧島
市立医師会医療センターを建設中であ
り，プライバシーや感染症の問題に対
応するため，全254床を全室個室にする
予定で，これまでは導入していなかっ
たＰＥＴによるがん検診や，泌尿器科
でのロボット支援手術に対応できるよ
うに準備をしている。

また，姶良地区全体に対応するた
め，救急医療の強化を図っており，救
急科を新設したり，小児救急に力を入
れたりするなどの取組を行っている。

県に認可をしていただく必要がある
が,将来的には，鹿児島市内にある高度
救命救急センターと連携した地域救命
救急センターを目指しているので，県
の方でも調査をし，業務内容を確認し
てしてほしい。

地域救命救急センターの指定に当たっては，国が定める
要件を満たしているかの確認などを行う必要があります。

霧島市立医師会医療センターでは，国が定める要件を満
たすよう体制整備を進めている途中であり，今後，体制が
整った段階で，改めて県と協議を開始したい意向であると
伺っています。
　県としても，必要に応じて助言等を行ってまいります。

保健医
療福祉
課

4 ページ



知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

鹿児島空
港の地上
職員不足
への対応

鹿児島空港の地上職員が不足してい
ることについて，空港職員の求人情報
を見ると，グランドハンドリング（荷
物を仕分けする作業）の応募年齢が，
この夏までは35歳以下となっていた
が，最近は40歳以下と上限が少し引き
上げられていた。

しかし，それでも応募者は少ないと
思われるので，フルタイムと同時に，
パートタイムの職員を募集すると良い
のではないか。年齢の上限も大幅に緩
和すれば，地元霧島の方が応募しやす
くなり，人も集まるのではないかと思
う。グランドハンドリングの業務は力
仕事だが，地元で農業をされている方
は体力もあり，パートタイムでの兼業
が可能なのではと考える。また，鹿児
島空港には敷地内に保育園が併設され
ているので，小さなお子さんを持つお
母さんが子供を預けている日中に，
パートタイムで業務に従事できると思
う。

県では，グランドハンドリング人材に係る採用経費の一
部補助など，人材確保に向けた支援を行っているところで
す。引き続き，空港や観光の関係者と連携の上，空港受入
体制の確保に努めてまいります。

なお，グランドハンドリング職員の採用募集等について
は，グランドハンドリング会社において実施するものであ
り，いただいた御提案については，グランドハンドリング
会社にお伝えします。

交通政
策課

鹿児島空
港の整備

鹿児島空港では，無料の自転車置場
が令和５年７月に整備されたが，サイ
クリストの視点で見ると，ターミナル
ビルより遠い場所にあるため，とても
利用しづらい。

今後はインバウンドのサイクル客も
見込まれる。

また，鹿児島県が策定している自転
車活用推進計画の中に，鉄道や空港と
連携した受け入れ環境の充実とある。

福岡県の北九州空港や和歌山県の南
紀白浜空港のように，鹿児島空港もサ
イクリストにとって魅力的で利用しや
すい空港にしてほしい。

鹿児島空港における自転車置場については，鹿児島空港
ビルディング（株）において整備していることから，いた
だいた御提案については，同社に情報提供してまいりま
す。また，同社において，サイクリストの利便性向上を図
るため，ターミナルビルの１階出入口付近にもサイクルス
テーションを設置しているとのことです。

県としては，鹿児島空港将来ビジョンに，サイクリング
など趣味性の高い観光客の増加に対応するための体制検討
を位置付けていることなどを踏まえ，今後とも，鹿児島空
港における利用者の利便性向上に向けて，関係者と連携の
上，取り組んでまいります。

なお，県では，市町村やサイクル関係団体等による協議
会を設置し，サイクリストの受入環境整備等に取り組んで
おり，その一環として，サイクリストが休憩などで気軽に
立ち寄っていただける施設を「かごしまサイクルステー
ション」として登録しています。

引き続き，関係団体と連携しながらサイクリストの受入
環境整備に取り組んでまいります。

ＰＲ観
光課

交通政
策課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

姶良家畜
保健衛生
所の移転

姶良家畜保健衛生所の高千穂地区へ
の移転の件で，農政部長，高千穂地区
公民館長，高千穂７区自治会長の３者
で覚書を締結した。地域住民の本音と
しては，どうしてあそこにという思い
が消えたわけではないが，農政部長の
リーダーシップのもと，誠実な対応
で，今後についても，県の責任でしっ
かり対応するということだったので，
覚書を締結した。

この覚書は，県と地元住民との約束
なので，覚書が誠意をもって実行され
るようお願いしたい。

また，今回のような事態を招いた最
大の原因は，住民へ丁寧に説明をせ
ず，既成事実を積み上げたことにあ
る。

今後は，物事を始めるに当たって，
住民に説明し意向確認しながら進めて
ほしい。

姶良家畜保健衛生所は県境防疫の重要な拠点であり，豚
熱や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえると，
一刻も早い移転整備が必要であると考えており，県として
は，景観に配慮するなど，地域住民の意向や覚書の内容を
踏まえ，整備を進めてまいります。

畜産課

霧島国際
音楽祭に
よる観光
振興

霧島国際音楽祭は日本一歴史のある
音楽祭である。

節目の45回目を迎える令和６年は，
日本一歴史のある音楽祭を観光の目玉
として，日本全国や海外からも音楽愛
好家を呼び寄せるツアーやイベントな
どを行ってほしい。

県では，節目の年である令和６年の第45回霧島国際音楽
祭で，東京のサントリーホールにおいて，「キリシマ祝祭
管弦楽団」による特別公演を実施するとともに本県の魅力
をＰＲすることで，本音楽祭の認知度向上や，県外からの
誘客を図ることとしています。

今後も，霧島市や関係者と連携を図りながら，同音楽祭
を通じた交流人口の拡大に努めてまいります。

文化振
興課

隼人駅周
辺のまち
づくり

隼人駅は，霧島温泉の玄関口だが，
駅前の様子が，湯布院と比べ観光客の
視点をあまり取り入れられていないと
思う。改善のアイデアを持っている方
はたくさんいると思うが，それらのア
イデアがまちづくりに生かされていな
いと思うので，ちゃんとした街のプロ
デュースをもう少し検討してほしい。

隼人駅周辺においては，まちづくりの主体である霧島市
において，平成22年度から隼人駅東地区の土地区画整理事
業を進められており，さらに，駅西側地区の活性化を図る
観点から，令和２年度から駅前広場や駅東西を結ぶ自由通
路などの整備が進められています。

また，同市においては，まちなかリノベーション推進事
業を取り入れ，民間の方々を中心として同市の将来像等に
ついて議論しながら，地域住民が主体的に実施するまちづ
くり活動への支援を行っており，隼人地域においても，令
和４年度から講演会やワークショップを開催し，駅周辺地
区の活性化に向けた取組が進められていると聞いていま
す。

県では，地域固有の課題解決や地域活性化に向け，地元
が主体となった多種多様な取組をきめ細かく支援する地域
振興推進事業，観光施設等の整備などを行う魅力ある観光
地づくり事業により地域振興・観光振興を図る取組も行っ
ていますので，まずは，どのようなまちづくりを目指す
か，地域や地元霧島市と協議していただいた上で，これら
事業の活用も御検討ください。

今後とも，地域住民，自治体等と連携しながら，地域の
活性化等に向けた取組を推進し，より効果的な地域振興策
が展開されるよう努めてまいります。

ＰＲ観
光課

都市計
画課

地域政
策課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

地域交通
のあり方

空港からの移動手段も含めて，県全
体の公共交通機関を今後どうしていく
のか。都会の人は運転免許を持ってい
ないので，車社会では，今後鹿児島に
人は来なくなるのではないか。

霧島市では，令和５年11月から，民間事業者等と協働
し，中心市街地の一部や溝辺北部地区で時刻表や決まった
運行路線がない予約型の乗合バス「きりしまＭワゴン」の
実証運行を開始したと聞いています。

県では，本県の実態に即した持続可能な地域公共交通を
実現するため，県地域公共交通計画を令和５年度に策定し
ました。

今後，広域的な公共交通に関する検討や，人材確保対策
などの全県的な取組を進めることとしており，市町村の協
議会等においては，県計画の趣旨を踏まえ，地域の課題解
決に向けた検討を進めていただくことになるものと考えて
おります。

県としては，市町村や事業者と連携しながら，地域にお
ける公共交通の確保に取り組んでまいります。

交通政
策課

県では，集落の維持・存続を含めた地域コミュニティの
充実を図るため，施策展開の基本方向等をとりまとめた中
山間地域等集落活性化指針に基づき，積極的に地域活動に
取り組むリーダーを育成するための実践的な講座の実施や
地域協力活動を行う地域おこし協力隊の円滑な活動や定着
のための支援等の取組を行っております。

引き続き，市町村等と連携して，地域の活性化を図って
まいりたいと考えています。

地域政
策課

県土の均
衡ある発
展

霧島市で，国分・隼人を除く旧町
は，著しい人口減少である。市全体が
さらに発展するためには，中心部だけ
の発展ではなく，それを取り囲む周辺
部も，それ相応に活性化しなければな
らないと思う。そのことは，県レベル
でも同じだと考えるが，県土の発展を
どのように考えているか。

歴史や文
化の保存

鹿児島には面白い歴史や地域の文化
がたくさんある。壊して新しいものを
作るのではなく，歴史を保存して後世
に伝えていく活動は，鹿児島に生まれ
た子どもが郷土を誇りに思うことにつ
ながるので，充実させてほしい。

南北600㎞に広がる県域には，貴重な動植物をはじめ，地
域の歴史を語る建造物や民俗芸能等があり，文化財として
守り継がれています。

県では，令和４年２月に策定した「鹿児島県文化財保存
活用大綱」に基づき，郷土にある国・県指定の文化財だけ
でなく，それ以外の文化財についても幅広く保護し，文化
財を生かした郷土に誇りを持つ心の醸成や地域づくりを行
うこととしています。

これを踏まえ，文化財を活用した学習の場の提供，地域
の文化財等の学校教育・地域活動への活用などに取り組む
こととしており，「かごしま文化財事典」の県ホームペー
ジへの掲載や小中学生を対象とした「子ども文化財セミ
ナー」の開催などの取組を行っています。

今後とも，文化財を郷土に誇りを持つ心の醸成や地域づ
くりの促進に生かすとともに，観光資源としてもさらに魅
力を引き出せるよう取り組んでまいります。

文化財
課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

原子力発
電

川内原発の運転期間延長が承認され
たが，原子力発電は災害時の問題，核
のゴミ処理問題，汚染水処理問題など
問題が多岐にわたっている。一方，自
然エネルギーは無限大のように思え
る。なぜ原子力発電に依存する方向な
のか。

原子力発電所については，安全性の確保が最優先であると考えておりま
す。

このため，県民の生命と暮らしを守る観点から，川内原子力発電所に係る
安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んできています。

運転期間延長については，県としても，科学的・技術的な検証が不可欠で
あると考え，県原子力安全・避難計画等防災専門委員会において，川内原発
１，２号機の特別点検結果や劣化状況評価等に関する専門的見地からの徹底
的な検証を行うこととしていました。

そうした中，令和３年10月，九州電力は，運転期間延長認可申請に必要な
特別点検の実施を発表したことから，県は九州電力に対し，特別点検等の入
念かつ十分な実施，県民に対する情報提供及び専門委員会の検証作業への協
力について要請しました。また，原子力政策に批判的な方を含め，検証に必
要な専門分野の学識経験者を同委員会に新たに加えた上で，専門委員会に科
学的・技術的な検証を徹底的に行うことを依頼しました。

これを受け，専門委員会は，新たな委員を含む分科会を設置しました。分
科会は，令和４年１月から令和５年４月にかけて12回の会合を行い，九州電
力が実施した特別点検結果，劣化状況評価，施設管理方針の策定について，
科学的・技術的な見地から検証を行いました。

また，専門委員会としても，５回の会合を開催し，川内原発の運転期間延
長に必要となる組織の運用体制や担当者の教育体制等について，検証を行
い，分科会の検証結果も踏まえた専門委員会の検証結果が取りまとめられま
した。

専門委員会からは，令和５年５月26日に，運転期間延長に関する九州電力
の取組は適正であるなどとの整理がなされた旨の報告を受けました。

一方で，県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事項が，報告
に併せて意見書として提出されました。

この意見書を踏まえ，原子力規制委員会及び九州電力に対して，厳正な対
応を要請することとしました。

要請書案について，県民の意見募集を行い，県民の皆様から様々な御意見
が寄せられました。

県においては，一つ一つの御意見について丁寧に検討し，要請項目を追加
するなど要請書案の修正を行い，令和５年７月に原子力規制委員会及び九州
電力に，知事から直接，要請書をお渡しし，説明しました。

令和５年11月１日，原子力規制委員会は，川内原発の運転期間延長を認可
しました。

令和５年11月７日には，九州電力から，県からの要請に対する回答書が提
出されました。

その際，知事からは，安全性の確保が大前提であることを踏まえてしっか
りと対応することに加え，分かりやすい情報発信に取り組んでいただくよう
要請しました。

令和５年11月21日に開催した専門委員会においては，運転期間延長認可申
請の審査内容について原子力規制庁から説明がなされるとともに，県からの
要請への対応について，原子力規制庁及び九州電力から説明がなされまし
た。

運転期間延長認可申請の審査内容については，総括的な評価として「原子
力規制委員会の規則やガイドとの適合性という観点で，厳密に審査されてい
る」といった趣旨の発言がなされ，原子力規制委員会において厳格な審査が
行われ，認可がなされたものと受け止めています。

県からの要請への対応については，座長から「専門委員会の意見書に応え
たものとなっている」との評価がなされ，県としても，原子力規制委員会及
び九州電力には県の要請にしっかりと応えていただいたものと考えていま
す。

今後とも専門委員会で，県からの要請への対応については確認していただ
くこととしたいと考えています。

川内原発の立地自治体である薩摩川内市では，市議会において，運転期間
延長に対して賛成の陳情が採択され，薩摩川内市長は，総合的に判断した結
果，運転期間延長を容認することを表明しました。

県議会においては，令和５年第４回定例会に川内原発の運転期間延長に係
る陳情が提出され，丁寧な審議が行われた結果，運転期間延長への賛同を求
める陳情が採択されたところです。

こうした一連の経過を踏まえ，県としては，川内原発の運転期間延長につ
いて総合的に判断した結果，了承することとしました。

県としては，県民の中には，不安をお持ちの方がいらっしゃることも踏ま
え，原発の立地県として，常に事故の発生を念頭に置き，県民の生命と暮ら
しを守るため，原子力規制委員会及び九州電力による川内原発の安全性の確
保のための取組や県からの要請への対応を専門委員会で確認していただきな
がら，今後とも，川内原発に係る安全対策・防災対策の充実・強化や県民へ
の分かりやすい情報発信に取り組んでまいります。

原子力
安全対
策課

地域政
策課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

新産業
創出室

エネル
ギー対
策課

地域政
策課

宇宙関連
産業の振
興

宇宙関連産業について，県には発射
場があるものの，今や全国の各県が発
射場の設置及び関連産業の誘致を急激
に推進しており，鹿児島県も安泰では
ないと感じている。

宇宙関連産業で重要なのは水素だと
思う。種子島でたくさん水素を使って
いるが，地元に工場がないため，関西
方面などから遠路運んできており，コ
ストがかかっているので，鹿児島県で
作れば，全産業への波及効果が大きい
のではないか。

県では，種子島・内之浦両射場の活用は重要であると考
えており，県開発促進協議会及び県宇宙開発促進協議会を
通じて国等に対し，両射場の民間利用も含めた十分な活用
が図られるよう要望を行っているところです。

宇宙関連産業の振興については，県内企業の宇宙ビジネ
スへの参入を促進するため，研究会や人材育成セミナーの
開催，ビジネスマッチング，宇宙機器の研究開発や衛星
データ利活用実証への支援を行っているところです。ま
た，県宇宙開発促進協議会等を通じて，国に本県への航空
宇宙関連産業の立地の支援も要望しています。

国の宇宙基本計画においては，高頻度打上げ対応に向け
た射場の在り方についての検討と取組を継続的・計画的に
進めるとしており，今後の国等の動向を注視してまいりま
す。

水素の製造等については，本県は，多様で豊かな再生可
能エネルギー資源に恵まれており，再エネを活用したカー
ボンフリーな水素製造拠点になり得る可能性を有している
ため，県では，再エネ由来の水素サプライチェーン構築を
目指し，令和４年度，長島町においては小型風力発電等の
余剰電力を，瀬戸内町においては太陽光発電等の余剰電力
を活用した水素の製造・利活用について検討を行ったとこ
ろです。

令和５年度は，出水市において，養鶏バイオマス等の再
エネを活用した水素の製造・利活用に向けた検討を行って
います。

引き続き，宇宙関連産業の振興を図っていくとともに，
水素の製造・利活用に向けた検討を行っていきたいと考え
ています。

半導体関
連産業の
企業誘致

九州の経済・産業が熊本県のほうへ
集中化されていくのではないか，鹿児
島県が取り残されていくのではない
か，と懸念している。

霧島・国分地区には，半導体産業が
あり，半導体産業ＯＢの技術者がたく
さんおり，私もその一人だが，関連産
業の企業誘致のために組織化してもら
えないか。県と一緒に活動していきた
いと考えている。

ＴＳＭＣの熊本進出等を契機として，今後，半導体関連
企業の本県への進出が期待されることから，県では，同産
業に精通した産業立地推進員を東京や大阪にある県外事務
所に配置し，同推進員のネットワーク等を活用した情報収
集や関連企業への訪問活動を集中的に行っているところで
す。

また，本県に進出した大手企業や市町村等と連携して
「企業立地懇話会」を毎年開催し，県外に本社を置く企業
に対して本県の優れた立地環境を官民一体となってＰＲし
ているところです。

引き続き，民間企業や市町村等と連携を図りながら，積
極的な企業誘致に取り組んでまいります。

ＯＢ技術者の組織化に関しては，まずは，半導体関連産
業ＯＢの実情などを霧島市にお伺いしたいと考えていま
す。

産業立
地課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

高レベル
放射性廃
棄物の処
理

核のゴミを国土の地下に埋めるとい
う話を聞く。よもや鹿児島で埋設施設
の誘致はないと思うがどうか。火山や
地震がこんなに多い日本で，地下に埋
設するのはナンセンスな話だと思う。

高レベル放射性廃棄物の最終処分について，今後の県勢
発展の基盤をしっかりつくっていくためには，鹿児島の基
幹産業である農林水産業や観光関連産業の更なる振興に取
り組む必要があると考えており，本県においては，最終処
分場を受け入れる考えはありません。

地域政
策課

原子力
安全対
策課

川内原発
の運転期
間延長

原発の運転期間延長について，もし
災害が発生したら誰が責任を取るの
か。明確に不安を払拭（ふっしょく）
してほしい。

万が一原子力発電所事故が発生した場合，その一義的な
責任は，事業者が負うことになります。その上で，国とし
ては，原子力災害への迅速な対応や，被災者への支援，賠
償などが円滑に行われるよう，関係法令に基づき，責任を
持って対処するとしています。県としても，国や関係市町
と連携して，原子力災害への迅速な対応に最大限取り組む
ことになります。

川内原発については，安全性の確保が最優先であると考
えており，原発の立地県として，常に事故の発生を念頭に
置き，原子力規制委員会及び九州電力に，安全性の確保を
求めていくとともに，県民の生命と暮らしを守る観点か
ら，川内原発の安全対策・防災対策の充実・強化に取り組
んでまいります。

空き家対
策

農地や空き地において，乱立と言っ
ていいほど住宅建設が進んでいる。農
地と空き地の保全のため，空き家を増
やさないように有効な施策をしてほし
い。

県では，市町村の空き家対策に係る取組を促進するた
め，困難な事案を抱える市町村に対する弁護士等の専門家
の派遣や，市町村担当者向け研修会における空き家活用等
の先進的な事例の情報提供等を行っているところです。

また，令和５年12月末現在，県内38市町村で143人の地域
おこし協力隊員が活動しており，空き家調査や空き家バン
クの運営等に取り組む隊員が県内各地で活躍しています。

なお，霧島市においては，空き家の除却や改修に係る費
用を助成するとともに，空き家バンクの運営を行い，空き
家対策に取り組んでいるところです。

県としては，引き続き，県内市町村及び関係専門家団体
等と連携し，空き家対策を促進してまいります。

住宅政
策室

地域政
策課
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知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

戦闘機の
離着陸訓
練

各地で戦闘機によるタッチアンド
ゴーの訓練があったと聞くが，鹿児島
空港にはたとえ訓練であっても戦闘機
などを近づけないでほしい。

防衛・安全保障政策は，国の専管事項ではありますが，
県としては，訓練の実施に当たっては，住民の安心・安全
が確保されることが最も重要であると考えています。

このため，防衛省・自衛隊に対し，訓練実施前に，訓練
の詳細について，適宜，情報提供を行うとともに，事前の
情報と異なる状況が生じた際は，その都度報告すること
や，訓練の実施に当たっては，地元の意向を尊重するとと
もに，住民の安心・安全の確保に万全を期すること等につ
いて，要請を行っています。

危機管
理課

農政課

農産園
芸課

生産組合
の戸数要
件

霧島市の茶園の面積は703ヘクタール
と，10年前とほぼ横ばいであるが，茶
農家戸数は，半数に減少している。

茶工場の系列農家として生産組合員
となっていた農家が，高齢化により廃
業し，茶園は茶工場が借り受けて続け
ているが，今後，事業を進めていく中
で，生産組合の要件である３戸以上の
人数を確保することが厳しくなってき
ているため，生産法人並みの要件にし
てほしい。

農業施設の整備に関する事業は，国の要綱等において，
補助金の効果が広域に及ぶことで，公益性が担保されるよ
う，原則として「受益農家が３戸以上」との共同利用要件
が設けられています。

なお，地域で作成する産地パワーアップ計画に位置づけ
られた農家等であれば，１者（１法人）でも対象となり得
る産地パワーアップ事業等が活用できますので，具体的に
は市町村や県の農政担当窓口に御相談ください。

市町村交
付金

国防問題について，徳之島や馬毛島
あるいは鹿屋でも，これら容認した市
町村は，補助金欲しさのあまりに受け
入れたのではないかと思う。

市町村が補助金頼みにならないよ
う，県がイニシアチブを発揮してほし
い。

　自衛隊施設の整備に伴い，国から交付される交付金等に
ついては，国が所有する固定資産のうち，自衛隊が使用す
る飛行場，演習場などの施設の用に供する一定の固定資産
が所在する市町村に対し，固定資産税の代替的なものとし
て交付される，いわゆる基地交付金や，在日米軍の再編を
実施する前後の原則10年間，再編により負担が増加する市
町村に対し，住民生活の利便性の向上等に寄与する事業の
経費に充てるために交付される再編交付金等があります。
　市町村に対しては，毎年度，健全性を維持しながら持続
可能な財政運営に取り組まれるよう通知を行うとともに，
機会を捉え，税の徴収率向上など自主財源の確保について
必要な助言等を行っているところであり，県としては，こ
れらの交付金等の趣旨や交付期間等を踏まえて，各市町が
交付金等を活用することにより，住民の安心・安全や地域
の振興が図られることが重要であると考えています。

市町村
課

危機管
理課

総合政
策課

11 ページ



知事とのふれあい対話（霧島市）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等 課名

水産振
興課

県では，漁業就業者の確保のため，就業相談窓口の設置
や漁業ＰＲ動画の配信，「かごしま漁業学校」の各種研修
による就業支援のほか，地域が一体となって新規就業者を
支援する「新米漁業者みまもり隊」の活動を支援していま
す。

「かごしま漁業学校」の研修は，漁業の基礎的知識の習
得を行う入門研修や短期研修だけでなく，実践的な漁労実
習等を行う中期研修があり，就業希望者の熟練度に合わせ
た段階的な研修を実施しています。また，その後，更なる
技術習得を行う長期研修を県漁連が実施しています。

入門研修の定員については，漁業体験で使用する漁船の
定員や魚さばき体験で適切に指導が行き渡るかなどを考慮
しながら，県漁連や関係漁協と協議の上で設定していると
ころです。

県としては，今後とも，現場の意見や要望を聞きなが
ら，研修の実施内容を見直すなどして，県漁連等の関係団
体と一体となり，かごしま漁業学校等の漁業の人材確保の
取組を推進してまいります。

しいたけ
栽培への
支援

しいたけは，九州で鹿児島県だけが
農産物ではなく特用林産物の扱いと
なっており，鳥獣被害にあっても電気
柵を自己資金で設置しなければならな
い。

また，原木しいたけの生産者は，認
定農業者の制度を受けることができな
い。田や畑のように転作の際に支援を
受けることができないなど不都合が多
いため，しいたけを特用林産物ではな
く，農産物として扱うようにしてほし
い。

しいたけは，九州各県とも特用林産物として扱っていま
す。

侵入防止柵の整備など，鳥獣被害対策の実施に活用可能
な国の交付金「鳥獣被害防止総合対策交付金」は，しいた
けを含む特用林産物の栽培も対象となっています。本交付
金を活用するためには，市町村が定める被害防止計画に，
被害の状況や対策等が盛り込まれている必要がありますの
で，まずは霧島市に御相談ください。

また，認定農業者制度については，農業者が，市町村の
農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標
に向けて作成した「農業経営改善計画」について，市町村
の認定を受けることで，支援措置が受けられる仕組みと
なっています。農業者には原木しいたけの栽培者も含まれ
ますので，こちらについても，まずは霧島市に御相談くだ
さい。

森林経
営課

農村振
興課

経営技
術課

新規漁業
就業者の
確保

魚屋を営んでいるが，魚屋の後継者
は少なく，どんどん減ってきている。

鹿児島県と県漁連が漁業就業者の確
保のため，鹿児島漁業学校という事業
をしているが，この漁業学校に，現場
を知る人の声がどれだけ生かされてい
るのか疑問に思う。

漁業学校の申込締め切り日前日に県
漁連に確認したところ，定員が10名の
ところ，６名集まっているということ
で，ＰＲを申し出たが，増えすぎたら
困ると言うことでＰＲに消極的だっ
た。年１回，定員10名で今の危機は乗
り越えられないと思う。

県と県漁連はもっと危機感をもっ
て，現場の声に耳を傾けて漁業の人材
確保に取り組んでほしい。

例えば，給料の補助や，居住スペー
スの確保など，現実味のある取組をし
てほしい。
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